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１-１ 内閣府(原子力防災担当)の体制

内閣府（原子力防災担当）の組織は平成２６年１０月１４日に発足

内閣府 特命担当大臣（原子力防災）

内閣府 副大臣（原子力防災）

政策統括官(原子力防災担当) 

参事官(総括担当) 

参事官(企画・国際担当)

大臣官房審議官

内閣府 政策統括官
（原子力防災担当）

職員：約 70人

内閣府 大臣政務官（原子力防災）
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参事官(地域防災担当) 

参事官(総合調整・訓練担当) 



自治体の原子力防災計画、避難計画作成等の全面的な支援
→ 原子力発電所がある１３地域に「地域原子力防災協議会」を設置し、 国と関係自治体等が緊密

に連携し、計画の策定・充実強化の取組を実施中
島根地域原子力防災協議会の構成員等：関係府省庁（指定職級）、島根県副知事、鳥取県副知事、関係６市、中国電力

１．地域防災計画の充実に向けた対応

２．関係道府県への財政的支援

放射線防護のための対策等について必要な財政的支援を実施
→ 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金

自治体が行う防災活動に必要な資機材（放射線測定器、防護服等）の整備 等

→ 原子力災害時避難円滑化モデル実証事業
避難をより円滑に実施するためのモデル実証事業

→ 放射線防護対策等事業
即時避難の困難な要配慮者が屋内退避するための施設に対する放射線防護対策事業 等

１-２ 内閣府（原子力防災）の業務

 原子力災害対策特別措置法に基づき、国、地方自治体、電力事業者が合同
で、原子力総合防災訓練を実施

→ 令和元年度は島根原子力発電所を対象に実施

３．原子力総合防災訓練の実施、道府県訓練の支援、防災業務関係者への研修

 自治体が行う原子力防災訓練を支援

 自治体職員等の防災業務関係者への研修を実施 4
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２-１ 地域防災計画・避難計画の策定と支援体制
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原子力防災会議

• 全閣僚と原子力規
制委員長等で構成
（議長：総理）

• 地域の避難計画を
含む「緊急時対応」
が原子力災害対策
指針等に照らして具
体的かつ合理的と
なっていることにつ
いて、国として了承

地域原子力防災協議会＜国＞

原子力規制委員会

原子力災害対策指針

原子力災害対策に関す
る専門的・技術的事項
を規定

＜県・市町村＞
県防災会議・

市町村防災会議

地域防災計画・避難計画

原子力災害対策指針、防災
基本計画に基づき、地域の
実情に精通した関係自治体
が作成

 原発が立地する１３の地
域ごとに、内閣府が設置

 内閣府、規制庁を始めと
した国の全ての関係省
庁と、計画を策定する関
係自治体等が参加

 各自治体の避難計画を
含む当該地域の「緊急
時対応」を取りまとめ、
原子力災害対策指針等
に照らして具体的かつ
合理的であることを確認

中央防災会議

防災基本計画

国、自治体、電力事業
者等がそれぞれ実施す
べき事項を規定

内閣府
（原子力防災担当）

国による自治体支援の実施、防護設備、資機材等への財政的支援

＜国による自治体支援の具体的内容＞

•計画策定当初から政府がきめ細かく関与し、要配慮者を含め、避難先、避難手段、避難経路等の確保等、

地域が抱える課題をともに解決するなど、国が前面に立って自治体をしっかりと支援

•緊急時に必要となる資機材等については、国の交付金等により支援

•関係する民間団体への協力要請など、全国レベルでの支援も実施

•一旦策定した計画についても、確認・支援を継続して行い、訓練の結果等も踏まえ、引き続き改善強化

報告
・
了承

事務局

支援 支援



２-２ 「島根地域の緊急時対応」の取りまとめ
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 令和３年７月30日、島根地域原子力防災協議会において、関係府省庁、島根県、鳥取県、関係６市
等により、避難計画を含む島根地域の緊急時における対応（「島根地域の緊急時対応」）が、原子力
災害対策指針等に照らし、具体的かつ合理的なものであることを確認。同年９月７日、原子力防災会
議（議長：内閣総理大臣）で報告・了承。

検討経緯

島根地域原子力防災協議会
作業部会

・基本構成員：関係府省庁、自治体の担当者
・平成27年３月26日～令和３年７月29日
（計33回開催）

島根地域原子力防災協議会
・基本構成員：各府省庁指定職級、副知事

（関係市や電力事業者がオブザーバー参加）
・令和３年７月30日 開催

原子力防災会議
・議長：内閣総理大臣
・構成員：全ての国務大臣、原子力規制委員長、

内閣危機管理監 等
・令和３年９月７日 開催



福島第一原発事故の教訓や国際基準等を踏まえ、原子力災害対策に関する専門的・
技術的事項について原子力規制委員会が策定したもの

２-３ 原子力災害対策指針の概要
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原子力災害対策指針とは

原子力災害対策重点区域の範囲の設定
 ＰＡＺ（予防的防護措置を準備する区域）：原子力発電所から概ね半径５Km圏内
 ＵＰＺ（緊急防護措置を準備する区域）：原子力発電所から概ね半径３０Km圏内

緊急時の住民防護措置実施の判断基準の設定
 原子力施設の状態等に基づく、三段階の緊急事態区分

その区分を判断する基準として、ＥＡＬ（緊急時活動レベル）を設定
 緊急時モニタリング実施とＯＩＬ（運用上の介入レベル）による避難等の実施

原子力災害時における放射線被ばくの防護措置の基本的考え方

原子力災害が発生した場合には、原子力災害の特殊性を踏まえた上で、住民等に対する放射線
被ばくの防護措置を講じることが最も重要

基本的考え方としては、国際放射線防護委員会等の勧告、特にPublication１０９、１１１やＩＡＥＡの
ＧＳＲ Part７等の原則にのっとり、住民等の被ばく線量を合理的に達成できる限り低くすると同時に、
被ばくを直接の要因としない健康等への影響も抑えることが必要

【原子力災害対策指針から抜粋】

主な内容



ＰＡＺ
（概ね半径5km圏）

UPZ
（概ね半径30km圏）

２-４ 原子力災害対策重点区域

○ＰＡＺ：Precautionary Action Zone
「予防的防護措置を準備する区域」
原子力発電所から概ね半径５ｋｍ圏内。
放射性物質が放出される前の段階から予防的に避難等を行う。

○ＵＰＺ：Urgent Protective action planning Zone
「緊急防護措置を準備する区域」
ＰＡＺの外側の概ね半径３０ｋｍ圏内。
・全面緊急事態となった場合、放射性物質の放出前の段階において、住民の屋内退避を
実施。

・放射性物質の放出後、原子力災害対策本部が緊急時モニタリングの結果に基づき空間
放射線量率が一定値以上となる区域を特定し、同本部長（総理大臣）の指示を受け一時
移転等を実施。
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２-５ 原子力災害対策指針が定める緊急事態の防護措置（緊急時活動ﾚﾍﾞﾙ：EAL（※1））

10

 緊急事態の初期対応段階においては、放射性物質の放出前から、必要に応じた防護措置を講じる
こととしている。

 具体的には、原子力施設の状況に応じて、緊急事態を3つに区分。

（※4） 事態の規模、時間的な推移や現地の状況に応じてUPZ内においても段階的に避難等の予防的防護措置を実施する
場合あり。

PAZ内
～概ね5km

UPZ内
概ね5km～

30km
（※4）

施設敷地緊急事態
EAL（SE）

例）全交流電源喪失が
30分以上継続

警戒事態
EAL（AL）

例）全交流電源喪失

全面緊急事態
EAL（GE）

例）炉心冷却機能喪失

施設敷地緊急事態要避難者（※3）の
避難準備開始、避難の実施により健康
ﾘｽｸが高まる者の屋内退避準備開始

施設敷地緊急事態要避難者（※3）の
避難開始、避難の実施により健康
ﾘｽｸが高まる者の屋内退避開始

住民の避難準備開始

安定ﾖｳ素剤の服用準備

住民の避難開始

安定ﾖｳ素剤の服用

屋内退避の準備 屋内退避

UPZ外
概ね30km～

（※5）

（※2）
（※2）

（※2）

（※3） 「施設敷地緊急事態要避難者」とは、PAZ内の住民等であって、施設敷地緊急事態の段階で避難等の予防的防護
措置を実施すべき者として次に掲げる者をいう。
イ 要配慮者（災害対策基本法第8条第2項第15号に規定する要配慮者をいう。）（ロ又はハに該当する者を
除く。）のうち、避難の実施に通常以上の時間がかかるもの

ロ 妊婦、授乳婦、乳幼児及び乳幼児とともに避難する必要のある者
ハ 安定ヨウ素剤を服用できないと医師が判断した者

（※1） EAL（Emergency Action Level)：緊急時活動ﾚﾍﾞﾙ
原子力施設の状況に応じて、避難や屋内退避等の防護措置を実施するための判断基準

（※2） （AL）＝Alert （SE）＝Site area Emergency （GE）＝General Emergency

（※5） UPZ内と同様に、事態の進展等に応じて屋内退避を行う必要がある。このため、全面緊急事態で、必要に応じて
住民等に対して屋内退避を実施する可能性がある旨の注意喚起を行わなければならない。



２-６ 原子力災害対策指針が定める緊急事態の防護措置（運用上の介入ﾚﾍﾞﾙ：OIL（※））
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UPZ内
概ね5km～

30km

数日内を目途に飲食物中の放射
性核種濃度を測定すべき区域を
特定

1日内を目途に区域を特定

対象地域の住民を、1週間程度
内に一時移転

数時間内を目途に区域を特定

1週間程度内を目途に飲食物中
の放射性核種濃度の測定と分析
を実施

対象地域の生産物の摂取を制限避難（移動が困難な者の一時屋
内退避を含む）の実施

基準を超えるものにつき摂取制
限を迅速に実施

避難等される住民等を対象に避難退域時
検査を実施して、基準を超える際は簡易
除染【OIL4】

UPZ外
概ね30km～

 放射性物質の放出後、高い空間放射線量率が計測された地域においては、被ばくの影響をできる
限り低減する観点から、数時間から1日内に住民等について避難等の緊急防護措置を講じる。

 また、それと比較して低い空間放射線量率が計測された地域においても、無用な被ばくを回避する
観点から、1週間程度内に一時移転等の早期防護措置を講じる。

UPZ内と同じ

（※）OIL( Operational Intervention Level)：運用上の介入ﾚﾍﾞﾙ
放射線ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞなどの計測された値により、避難や一時移転等の防護措置を実施するための判断基準

緊急防護措置
500μ㏜/h超過

早期防護措置
20μ㏜/h超過

飲食物摂取制限
［飲食物に係るｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ基準］

0.5μ㏜/h超過

【OIL1】 【OIL2】 【OIL6】



１．内閣府（原子力防災担当）について

２．緊急時対応の取りまとめに係る経緯

３．島根地域の緊急時対応

４．地域防災力向上に向けた更なる取組

12



３-１ 島根地域の原子力災害対策重点区域の概要
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 島根地域における原子力災害対策重点区域（概ね半径30kmの範囲）の人口は457,496人
(令和2年12月末現在)。

 PAZ内の人口は9,487人。UPZ内の人口は関係6市448,009人。

＜概ね5～30km圏内＞

（緊急防護措置を準備する区域）：
Urgent Protective Action Planning Zone

⇒ 事態の進展等に応じて、屋内退避や段階的な避難等の
緊急防護措置を準備する区域

6市
（ 島根県：松江市、出雲市、安来市、雲南市

鳥取県：米子市、境港市 ）

住民数：448,009人※

＜概ね5km圏内＞

（予防的防護措置を準備する区域）：
Precautionary Action Zone

⇒ 急速に進展する事故等も踏まえ、放射性物質が放出
される前の段階から予防的に防護措置を準備する区域

1市（松江市） 住民数：9,487人※

※令和2年12月末時点

出典： 地理院地図（白地図）をもとに内閣府（原子力防災）作成

PAZ

UPZ

5km30km

大田市

美郷町

大山町

南部町

だいせんちょう

なんぶちょう

さかいみなとし

いいなんちょう

おおだし

みさとちょう

出雲市
いずもし

雲南市
うんなんし

飯南町

奥出雲町
おくいずもちょう

日南町
にちなんちょう

やすぎし

安来市

松江市
まつえ し

江府町
こうふちょう

ひのちょう

日野町

ほうきちょう

伯耆町

境港市

日吉津村
ひえづそん

米子市
よなごし



３-２ 国の対応体制
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・住民広報や避難計画に基づき
避難・屋内退避等を実施

原子力災害合同対策協議会

構成員・
連絡員

緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

構成員・
連絡員

原子力災害現地対策本部
本部長：内閣府副大臣

関係省庁要員が緊急時に参集

原子力災害合同対策協議会により、必要な情報共有と応急対策を実施

島根県
災害対策本部

被災者の
救援等の支援

要請

○実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊）
○指定公共機関（国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 等）

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ（松江市）
（島根県原子力防災ｾﾝﾀｰ）

緊急事態応急対策活動

住 民

防護措置の指示
住民広報
避難誘導 等

関係6市
災害対策本部

・異常事態の通報義務
・要員派遣

原子力事業者

原子力災害対策本部
本部長：内閣総理大臣

鳥取県
災害対策本部

現地災害対策本部

松江市

出雲市

安来市

雲南市

米子市

境港市



３-３ 島根県、鳥取県及び関係市の対応体制
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 警戒事態では、島根県は対策会議、鳥取県は災害警戒本部、松江市は原子力事故対策会議を開催
又は設置し、関係市も同様の体制の設置又は連絡体制を確立。

 施設敷地緊急事態では、島根県、鳥取県及び関係6市は、それぞれ災害対策本部に移行。

 警戒事態では、要員参集、情報収集・連絡体制を構築、住民等に対する情報提供を始め、施設敷地
緊急事態要避難者の避難準備を開始。

鳥取県災害対策本部

（鳥取市）

UPZ

出雲市災害対策本部

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ
（島根県原子力防災ｾﾝﾀｰ）

PAZ 島根県災害対策本部

（松江市）

松江市災害対策本部

境港市災害対策本部

安来市災害対策本部雲南市災害対策本部

米子市災害対策本部

鳥取県
現地災害対策本部

（米子市）



３-４ 連絡体制の確保
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 一般回線が通信不全の時には、原子力災害対策用に整備されているﾃﾚﾋﾞ会議回線を含む専用通
信回線を使用し、更に専用通信回線が不全の場合は、衛星回線を使って、連絡体制を確保。

 その他、中央防災無線、衛星携帯電話などを使用し、連絡体制を確保。

ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

（島根県原子力防災ｾﾝﾀｰ）

原子力災害対策本部等の

国の機関

防災行政無線ﾈｯﾄﾜｰｸ（地上系・衛星系）

統合原子力防災ﾈｯﾄﾜｰｸ 衛星回線

地域衛星通信ﾈｯﾄﾜｰｸ

衛星携帯電話

関係市
消防機関

自衛隊部隊

防災ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ

＜一般回線及び専用通信回線が使用不能の場合＞

島根県庁

移動局
（公用車等）
※地上系のみ 鳥取県庁

中央防災無線

衛星車載局



３-５ 住民への情報伝達体制
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 防護措置（避難、一時移転、安定ﾖｳ素剤の服用指示等）が必要になった場合は、原子力災害対策
本部等から関係自治体に、その内容をﾃﾚﾋﾞ会議等を活用し迅速に情報提供。

 自治体は、防災ﾒｰﾙ、防災行政無線、広報車等の複数の情報伝達手段を活用し、住民へ情報を繰り
返し伝達。

 音声情報・文字情報を組み合わせ、障がい者、外国人、観光客等の要配慮者への情報伝達に配慮。

原子力災害対策本部
（首相官邸）

中国電力㈱
島根原子力

発電所

原子力災害
合同対策協議会

国・県・市
防災関係機関

自治体
（災害対策本部）

学 校

幼稚園・保育所

社会福祉施設

報道
機関

ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ

自治体

防災ﾒｰﾙ

緊急速報ﾒｰﾙ
（携帯電話）

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ・ｱﾌﾟﾘ

SNS（ﾂｲｯﾀｰ、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ）

衛星携帯電話（孤立集落）

ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ
（ﾃﾞｰﾀ放送等）

屋内告知端末
（一部地区のみ）

防災行政無線・有線放送
（屋外ｽﾋﾟｰｶｰ、戸別受信機

（集会所等））

広報車

住

民

情報伝達手段

関係機関

《事故状況の連絡》

《事故・災害情報の共有》

《情報連絡》

《情報伝達》

ﾃﾚﾋﾞ会議等

※ 災害時における報道・放送の要請に関する協定をNHK、民放、ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ、ﾗｼﾞｵ放送及び
新聞の各社と締結済み（島根県、鳥取県）

鳥取県原子力防災ｱﾌﾟﾘ
・ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ情報
・避難指示情報
・避難経路

などを提供

島根県避難ﾙｰﾄﾏｯﾌﾟ
・避難経路 などを提供



３-６ PAZ内における防護措置の考え方
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PAZ UPZ

おおだし

大田市

おくいずもちょう

奥出雲町

（凡例）避難経由所

大田市避難経由所（鹿島地区）

大田市避難経由所（生馬地区）

大田市避難経由所（古江地区）

奥出雲町避難経由所（島根地区）

９

431

円滑な避難を実施するため避難先市町は避難経由所を開設し、
避難所の開設状況に応じて住民を避難所へ誘導

おくいずもちょう

おおだし

おおだし

おおだし

かしま

いくま

ふるえ

しまね

おおだ

避難元
避難先

避難経由所 避難所数

鹿島地区

大田市

大田高校、

第一中学校、

朝波小学校

避 難 所 ：14か所
広域福祉避難所：2か所

生馬地区（一部） 長久小学校
避 難 所 ：10か所
広域福祉避難所：1か所

古江地区（一部）
旧温泉津中学校、

温泉津地区運動場、
湯里地区体育館

避 難 所 ：8か所
広域福祉避難所：6か所

島根地区（一部） 奥出雲町 横田公園
避 難 所 ：15か所
広域福祉避難所：6か所

かしま

あさなみ

おおだ

おおだし ながひさいくま

ふるえ

しまね おくいずもちょう

ゆさと

ゆのつ

よこた

ゆのつ

 施設敷地緊急事態となった場合には、要避難者については、避難を開始。

 避難の実施により健康リスクが高まる者は、放射線防護対策施設において屋内退避。安全に避難が
実施できる準備が整い次第、避難を実施。

 全面緊急事態となった場合には、 住民は避難を開始。

 施設敷地緊急事態及び全面緊急事態に必要となるバス、福祉車両については、必要数を把握すると
ともに、島根県内のバス会社等が保有する車両により必要な車両数を確保。



３-７ PAZ内の学校の児童等の避難

 PAZ内の学校・保育所等は、警戒事態で、保護者あてに連絡（メール配信等）し、児童等を保護者へ
引き渡す。

 保護者への引渡しができなかった児童等は、施設敷地緊急事態で、教職員等とともに自治体が手配
するバスで移動し、PAZ外の緊急退避所で保護者に引き渡す。

 全面緊急事態で、児童等の引取りが必要な保護者は引取り後、避難先に避難。

19

PAZ

佐太小学校

佐太幼稚園

さだ

鹿島中学校
かしま

ﾏﾘﾝ保育所

御津保育所
みつ

鹿島東小学校

講武幼稚園

かしまひがし

緊急退避所

松江市総合体育館
（予備：くにびきﾒｯｾ）

いくま

松江工業高専

生馬小学校

こうぶ

恵曇小学校
えとも

恵曇保育所
えとも

松江ろう学校

さだ

まつえ

まつえ

まつえし

・学校等から保護者へ連絡

・学校等で保護者へ児童等を
引渡し

警戒事態

施設敷地
緊急事態

全面
緊急事態

保護者へ引渡しができなかっ
た児童等を教職員が引率し、
バスで緊急退避所に移動（引
渡しを継続）

引渡しを受けた保護者と児童
等は、避難先に避難

自宅待機

一部、避難準備※

緊急退避所
で待機

避難先

児童等の引渡し
（学校等）

児童等の
引渡し

（緊急退避所）

児童等の
引渡し

（緊急退避所）

避難準備

一部、避難開始※

放射性物質放出後、緊急退避所が
一時移転等対象区域となった場合

保護者へ引渡しができなかった児童等を教
職員が引率し、バスで避難先に避難（避難先
で引渡し）

避難開始 避難開始※

※フローのうち、警戒事態で保護者へ引渡した保育所・幼稚園の児童については、警戒事態で避難準備し、
施設敷地緊急事態で保護者とともに避難開始。



３-８ PAZ内の医療機関・社会福祉施設の入所者、
在宅の避難行動要支援者等の避難

20

 医療機関や社会福祉施設の入所者、在宅の避難行動要支援者のうち避難の実施に通常以上の時
間がかかる者、妊婦、授乳婦、乳幼児、乳幼児とともに避難する必要のある者、安定ヨウ素剤を服
用できないと医師が判断した者については、施設敷地緊急事態に至った時点で、避難等の予防措
置を実施。

 具体的には、避難の実施により健康リスクが高まる者は、放射線防護対策施設において、安全に避
難が実施できる準備が整うまで屋内退避を実施。

 避難可能な者は、自家用車や支援者の車両、バス、福祉車両により、避難所や広域福祉避難所へ
避難を実施。

医療機関
社会福祉施設
の入所者

在宅の避難行動
要支援者

妊婦・授乳婦
乳幼児等

避難の実施により
健康リスクが高まる者

避難可能な者

・自施設内の放射線防護区域に移動
・支援者の車両、福祉車両で移動

・自家用車、支援者の車両で移動
・バス、福祉車両で移動

安全に避難が実施できる準備
が整い次第、避難を実施

放射線防護
対策施設

避難所
広域福祉避難所

等



３-９ 放射線防護対策を施した屋内退避施設

21

要配慮者や住民等の屋内退避施設、緊急時の現地の

対策拠点施設等に対する放射線防護対策は、施設の

形態、規模等により異なる。

（イメージ）

屋内の空気圧を
測定することに
より、陽圧化装
置の稼働状況を
把握。

気密性の確保

玄関出入口の二重扉化や
壁及び窓枠等の補強。

非常用発電設備
燃料小出槽

商用電源が喪失した場合にお
いても陽圧化装置等を稼働す
るための非常用発電設備。

差圧計

陽圧化装置

・プレフィルターで砂塵等を除去。
・メインフィルター（ＨＥＰＡ・活
性炭）で放射性セシウムや放射性
ヨウ素等を除去。

・上記処理後の清浄な空気を施設内
に給気。

地下燃料タンク

非常用発電機
稼働用



３-10 PAZ内及びその周辺の放射線防護対策施設の設置状況
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 これら施設では、施設入所者とPAZ内の在宅の避難行動要支援者等を最大約1,400人収容可能。

 屋内退避のための7日分を目安に食料及び生活物資等を備蓄。

PAZ

（凡例）

：当該施設入所者を収容

：在宅の避難行動要支援者（入所施
設においては当該施設入所者を含
む）を収容

特別養護老人ホーム

あさひ乃苑
（収容可能者数：77人）

特別養護老人ﾎｰﾑ ゆうなぎ苑

（収容可能者数：89人）

障害者支援施設
福祉型障害児入所施設

松江学園
（収容可能者数：37人）

障害者支援施設

四ツ葉園
（収容可能者数：90人） 特別養護老人ﾎｰﾑ あとむ苑

（収容可能者数：126人
うち在宅要支援者と
その支援者50人）

東部島根医療福祉ｾﾝﾀｰ
（収容可能者数：360人
うち在宅要支援者と
その支援者60人）

鹿島病院
（収容可能者数：421人）

障害者支援施設はばたき
（収容可能者数：75人）

松江市消防本部
（収容可能者数：在宅要支援

者とその支援者109人）

あさひのえん

かしま

よつばえん

まつえ

ゆうなぎえん

あとむえん

まつえし



３-11 PAZ内から避難先までの主な経路（鹿島地区の例）

 住民を十分に収容可能な避難所を確保するとともに、地域ごとにあらかじめ避難経路を設定。自然
災害等により避難経路が使用できない場合は、他の経路により避難を実施。

 ﾊﾞｽにより避難する住民は、徒歩等で各地区内の一時集結所に集合し、ﾊﾞｽにて避難を実施。
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PAZ

UPZ

大田市

【凡例】
一時集結所
避難経由所
避難所

片句集会所

手結集会所

御津交流館

恵曇集会所

古浦集会所

21

大田市立第一中学校

大田市立朝波小学校

島根県立大田高校

9

9

松江だんだん道路

山陰自動車道

旧宍道湖北部広域農道

431

※円滑な避難を実施するため、避難先市町が避難経由所を
開設し、避難所の開設状況に応じて住民を避難所へ誘導

※避難経由所は、避難元地区の町字ごとにあらかじめ選定済

【主な避難経路② 】※佐陀宮内、北講武、名分
県道264号講武古江線→国道431号（市道古志大野線）→国道
9号（山陰道）→大田市内

【主な避難経路③ 】※御津、南講武、上講武
県道264号講武古江線→県道21号松江島根線→松江だんだん
道路→国道9号（山陰道）→大田市内

かたく みつ かみこうぶ

たゆ

えとも

こうら

かしま

おおだ

おおだ

おおだ

あさなみ

さんいん

しんじこ

まつえ

さだみやうち きたこうぶ みょうぶん

こうぶ ふるえ

おおだしさんいん

みつ みなみこうぶ かみこうぶ

こうぶ ふるえ

おおだしさんいん

まつえまつえ しまね

おおだし

PAZ

鹿島武道館
かしま

上講武公会堂
かみこうぶ

鹿島東小学校
かしまひがし

【主な避難経路① 】※片句、恵曇、手結、武代、古浦、佐陀本郷
市道古浦西長江線→国道431号（市道古志大野線）→国道9号
（山陰道）→大田市内

かたく えとも たゆ

こし おおの

おおだしさんいん

たけだい こうら さだほんごう

こうら にしながえ

こし おおの

264

264

21

264

鹿島文化ﾎｰﾙ
かしま



３-12 UPZ内における防護措置の考え方
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 全面緊急事態に至った場合、放射性物質の放出前の段階で、UPZ内住民の屋内退避を開始する。

 放射性物質の放出に至った場合、放射性ﾌﾟﾙｰﾑが通過している間に屋外で行動するとかえって被ば
くのﾘｽｸが増加するおそれがあるため、屋内退避を継続する。

 その後、原子力災害対策本部が、緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づき、空間放射線量率が毎時20μSv
超過となる区域を特定し、当該区域の住民は原子力災害対策本部の指示により１週間程度内に一
時移転を実施する。空間放射線量率が毎時500μSv超過となる区域が特定された場合には、速や
かに避難等を実施する。

出典： 地理院地図（白地図）をもとに内閣府（原子力防災）作成

PAZ

UPZ

大田市

美郷町

大山町

南部町

だいせんちょう

なんぶちょう

いいなんちょう

おおだし

みさとちょう

出雲市
いずもし

雲南市
うんなんし

飯南町

奥出雲町
おくいずもちょう

日南町
にちなんちょう

やすぎし

安来市

松江市
まつえし

江府町
こうふちょう

ひのちょう

日野町

ほうきちょう

伯耆町

日吉津村
ひえづそん

さかいみなとし

境港市

UPZ内の防護措置の基本的な流れ

屋内退避

1週間程度内に
一時移転

緊急時
ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ

毎時20μSv超過（OIL2）
と特定された区域

速やかに避難等

放射性物質の放出

全面緊急事態

毎時500μSv超過（OIL1）
と特定された区域

UPZ内は
屋内退避

PAZ内は
即時避難

よなごし

米子市



３-13 UPZ内の住民の一時移転等
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 UPZ内関係市の避難計画等に基づき、住民の一時移転等を行う。

 緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果や、避難経路や避難先の被災状況等、何らかの理由で予定していた避難先が
使用できない場合には、他の避難先の調整を行う。

PAZ
UPZ

島 根 県

広 島 県

安来市

松江市出雲市

雲南市

岡 山 県

境港市

米子市

鳥 取 県

避難元 避難先

出雲市

安来市

雲南市

島根県内（11市町）、
岡山県（13市町）、広島県（5市町）

出雲市内（UPZ外）、
広島県（12市町）

岡山県（14市町村）

広島県（5市町）

松江市

避難元 避難先

米子市

境港市

鳥取県内（6市町）

鳥取県内（3市町）

島根県

鳥取県



３-14 UPZ内における医療機関や社会福祉施設の入所者、
在宅の避難行動要支援者、学校の児童等への対応について
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 全面緊急事態で屋内退避を実施。一時移転等の防護措置が必要になった場合、医療機関の入所者については、
県が関係機関と調整した避難先へ移動。社会福祉施設の入所者については、あらかじめ定めた広域福祉避難所
へ移動。在宅の避難行動要支援者については、避難先自治体が準備した避難先へ移動。

 学校の児童等は警戒事態又は施設敷地緊急事態の段階で帰宅、もしくは保護者への引渡しを開始し、引渡しがで
きなかった児童等は、全面緊急事態で屋内退避を実施。

児童・生徒

保護者

自治体

保護者への
引渡し

一時移転等の
指示

学校・保育所等

帰宅
指示等

引渡しができなかった
児童・生徒は全面緊急
事態で屋内退避を実施

避難先

帰宅指導又は
保護者への引渡し

保護者

児童・
生徒

医療機関
一時移転等の実施

避難先医療機関

医療機関、社会福祉施設
の入所者等の対応ｽｷｰﾑ

学校・保育所等の
対応ｽｷｰﾑ

計画等に基づき活動を実施
職員の配置
保護者への連絡

在宅避難行動
要支援者社会福祉施設

避難先施設

※同居者・支援者
による協力
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【協定に基づく要請ﾌﾛｰ】

避難元県内の輸送手段で対応困難

島根県と鳥取県は事前調整の上、
原則として一時移転等の対象となっ
た地区の避難先県のﾊﾞｽ事業者に
対して協力を要請

要請を受けたﾊﾞｽ事業者は、確保で
きる台数を要請県に対して報告

要請県は、所要台数の確保と運行
区間の割り当てを行った上で、ﾊﾞｽ
事業者に対してﾊﾞｽの運行を要請

山口県

岡山県

鳥取県

広島県

兵庫県

和歌山県

京都府

三重県

奈良県

大阪府

UPZ

徳島県

府県名 （島根県） （鳥取県） 岡山県 広島県 山口県 福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 徳島県

保有台
数（台）

681 510
1,455 2,806 1,089 897 1,331 949 2,392 5,254 3,985 1,004 721 623

計 5,350 計 17,156

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合、実動組織（警察、消防、海上保安庁、自衛隊）に支援を要請

（令和2年8月時点）

【中国5県ﾊﾞｽ協会との協定】

ﾊﾞｽ事業者による住民輸送の実施

福井県

島根県

ﾊﾞｽによる緊急輸送について関西広域連
合に対して各府県経由での調整を依頼

関西広域連合は、速やかに府県と調整し、
応援の割り当てを定めた応援計画を作成

応援府県は、応援計画に基づき、府県ﾊﾞ
ｽ協会又はその会員に対し協力を要請

【関西広域連合等との協定】

中国5県ﾊﾞｽ協会からの確保台数で不足
する場合

（鳥取県）
滋賀県

 UPZ内で一時移転等が必要となった場合には、島根県、鳥取県が県内のバス会社や協定を締結し
ている中国地方の各県等のバス会社から輸送手段を調達。

 島根県や鳥取県が確保した輸送手段で対応できない場合、国の原子力災害対策本部からの依頼に
基づき、国土交通省が関係団体、関係事業者に対し、協力を要請し必要な輸送能力を確保。


